
 

 

 

 

 

10月 20日に当局より「大綱」が提示されました。NO.32の続きです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 23 

わからないこと・困ったことがあったら･･･   何でも気軽にお問い合わせください！ 

〒８０２－００７２ 小倉北区東篠崎 3 丁目４－１ 

E-mail:jtuhokyu@lime.ocn.ne.jp    北九州教育会館 TEL（０９３）９５３－０３８１ 

 

JAPAN  TEACHERS’  UNION    ―教え子を再び戦場に送るなー 

２０２3．１１．１        北九州市教職員組合にゅうす  

 

NO. 33 

２ 手当額 
日額 700円 

 
3 実施時期     
令和 6年 
４月１日 

令和５年度小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与改定等の大綱について（つづき） 
Ⅸ 被服貸与基準及び消耗品配布基準の改正 

１ 被服貸与基準及び消耗品配布基準  別紙３のとおり、基準を改正する。 

２ 実施時期 令和６年４月１日とする。 

Ⅹ 会計年度任用職員の給料及び報酬の改定 

１ 給料及び報酬の改定  各給料表の改定に伴い、会計年度任用職員の給料及び報酬を同様に改定する。 

２ 実施時期 令和６年１月１日とする。 

Ⅺ 会計年度任用職員の期末手当に係る改定時期 

１ 期末手当に係る支給月数の改定時期に 

ついては、次のとおりとする。 

２ 実施時期 令和５年度からとする。 

Ⅻ 会計年度任用職員の勤勉手当の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅩⅢ 令和５年度冬季及び令和６年度夏季の期末・勤勉手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行 改正後 

北九州市教組は当局との６回の交渉の後、「大綱提示」を受け、提示後４回の交渉を行う予定です。大幅なベース
アップは要求通りですが、「昇給制度の改正」については「問題」があります。交渉の中で「業績評価は勤務時間内だ
けなのか？」という質問に「時間外でも『顕著な実績』があれば参考にする」という返答があり、「そんな曖昧な『評価
基準』は職員分断と超過勤務につながる。大問題である。」と指摘しています。市教組は、北九州市の全ての教職員の
ため、働きやすく、働きがいのある職場になるよう、当局との交渉をさらに重ねていきます。 


